
京都市上下水道局工事の請負等に係る最低制限価格及び低入

札価格調査制度における調査基準価格の算定基準について 
 

制定 平成１４年１２月２５日 

改正 平成１６年４月１日、平成１７年９月３０日 

全部改正 平成２１年２月１６日 

改正 平成２１年７月１日、平成２３年６月１日、平成２４年５月３１日 

全部改正 平成２４年９月２７日 

改正 平成２５年５月３１日、平成２５年６月２８日、平成２５年１０月１日、平成２６年５月３０日、平

成２６年６月９日、平成２６年１０月３１日、平成２７年５月２９日、平成２８年３月３１日、平成

２９年３月３１日、令和元年９月３０日、令和２年３月２７日、令和４年３月１８日、令和５年３月

３１日、令和６年３月１９日 

 

 

工事の請負及び工事に類する業務委託において設定する最低制限価格及び低入札価格調査

制度の調査基準価格（以下「調査基準価格」という。）は、次の基準により算定する。 

 

１ 最低制限価格及び調査基準価格の算定の基礎とする額（以下「算定基礎額」という。）は、

次の方法により計算して得た額とする。 

 ⑴ 予定価格の算定に用いた積算価格のうち、次に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ次に

掲げる額の合算額について、円未満の端数を切り捨てる。 

  ア 営繕工事以外の工事 

   (ｱ) 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

   (ｲ) 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

   (ｳ) 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 

   (ｴ) 一般管理費の額に１０分の６．８を乗じて得た額 

  イ 営繕工事 

   (ｱ) 直接工事費の額から直接工事費に１０分の１を乗じた額を差し引いた額に１０分

の９．７を乗じて得た額 

   (ｲ) 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

   (ｳ) 現場管理費の額に直接工事費に１０分の１を乗じた額を加えた額に１０分の９を

乗じて得た額 

   (ｴ) 一般管理費の額に１０分の６．８を乗じて得た額 

 ⑵ 前号の額（当該額が次のいずれかに該当するときは、それぞれ次に掲げる額）について、

１，０００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額とする。 

ア 税抜きの予定価格の１０分の９．４に相当する額（当該額に１円未満の端数があると

きは、これを切り捨てた額。以下「税抜き予定価格の１０分の９．４相当額」という。）

を超える場合 税抜き予定価格の１０分の９．４相当額 



イ 税抜きの予定価格の１０分の７．５に相当する額（当該額に１円未満の端数があると

きは、これを切り捨てた額。以下「税抜き予定価格の１０分の７．５相当額」という。）

に満たない場合 税抜き予定価格の１０分の７．５相当額 

２ 工事の請負に適用する最低制限価格及び調査基準価格は、算定基礎額について、１，００

０分の１，０００から１，０００分の１，００３までの範囲内において１０，０００分の３

単位で無作為に抽出した数（ただし、最低制限価格にあっては、算定基礎額以上の額の入札

があり、かつ、算定基礎額に１，０００分の１，００３を乗じて得た額（１，０００円未満

の端数がある場合にあっては、その端数金額を切り上げた額）以上の額の入札がない場合は、

１，０００分の１，０００から、最も高い入札額を算定基礎額で除して得た数値までの範囲

内において１０，０００分の３単位で無作為に抽出した数）を乗じて得た額（１，０００円

未満の端数がある場合にあっては、その端数金額を切り上げた額）に１００分の１１０を乗

じて得た額とする。 

３ ２の規定にかかわらず、総合評価競争入札において設定する調査基準価格は、算定基礎額

に１００分の１１０を乗じて得た額とする。 

４ 工事に類する業務委託に適用する最低制限価格は、算定基礎額に１００分の１１０を乗じ

て得た額とする。 

 

   附 則（平成２４年９月２７日決定） 

 この算定基準は、平成２４年１０月１日以後の開札に係る契約について適用する。 

   附 則（平成２５年５月３１日決定） 

この算定基準は、平成２５年６月１日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る

契約について適用する。 

   附 則（平成２５年６月２８日決定） 

この算定基準は、平成２５年７月１日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係

る契約について適用する。 

   附 則（平成２５年１０月１日決定） 

（施行期日） 

１ この算定基準は、平成２５年１０月４日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引

に係る契約について適用する。 

（経過措置） 

２ 工期の末日が平成２６年３月３１日以前である工事の請負については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成２６年５月３０日決定） 

（施行期日） 

１ この算定基準は、平成２６年６月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ この算定基準は、平成２６年６月１日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に

係る契約について適用する。 



   附 則（平成２６年６月９日決定） 

「工事に類する業務委託」とは、当分の間、浚渫委託とする。 

附 則（平成２６年１０月３１日決定） 

この算定基準は、平成２６年１１月１１日から実施する。 

附 則（平成２７年５月２９日決定） 

（施行期日） 

１ この算定基準は、平成２７年６月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ この算定基準は、平成２７年６月１日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に

係る契約について適用する。 

附 則（平成２８年３月３１日決定） 

（施行期日） 

１ この算定基準は、平成２８年４月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ この算定基準は、平成２８年４月１日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に

係る契約について適用する。 

附 則（平成２９年３月３１日決定） 

（施行期日） 

１ この算定基準は、平成２９年４月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ この算定基準は、平成２９年４月１日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に

係る契約について適用する。 

附 則（令和元年９月３０日決定） 

（施行期日） 

１ この算定基準は、令和元年１０月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ この算定基準は、消費税及び地方消費税を合わせた税率として１０％が適用される契約に

ついて適用する。 

附 則（令和２年３月２７日決定） 

（施行期日） 

１ この算定基準は、令和２年４月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ この算定基準は、令和２年４月１日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係

る契約について適用する。 

附 則（令和４年３月１８日決定） 

（施行期日） 

１ この算定基準は、令和４年４月１日から実施する。 

（適用区分） 



２ この算定基準は、令和４年４月１日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係

る契約について適用する。 

附 則（令和５年３月３１日決定） 

（施行期日） 

１ この算定基準は、令和５年４月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ この算定基準は、令和５年４月１日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係

る契約について適用する。 

附 則（令和６年３月１９日決定） 

この算定基準は、令和６年４月１日から実施する。 


